
 

 

 
 

 

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令
和
元
年
五
月
十
六
日 

参

議

院

法

務

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

所
有
者
等
の
探
索
を
行
う
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
選
定
過
程
の
透
明
性
及
び
公
平
性
の
確
保
に

努
め
る
こ
と
。 

二 

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
に
関
す
る
所
有
者
等
の
探
索
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
登
記
へ
の
反
映
が
迅
速
か
つ
適
切
に
な
さ
れ

る
よ
う
、
体
制
整
備
と
要
員
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
予
算
の
執
行
に
努
め
る
こ
と
。 

三 

所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
及
び
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
の
管
理
及
び
処
分
に
関
し
、
不
当
に
真
の
所
有
者
の
権
利
が
制
約

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

四 

所
有
者
不
明
土
地
が
、
災
害
の
復
旧
・
復
興
事
業
の
実
施
な
ど
様
々
な
場
面
に
お
い
て
国
民
経
済
に
著
し
い
損
失
を
生
じ

さ
せ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の
抑
制
・
解
消
に
向
け
、
相
続
登
記
の
在
り
方
や
土
地
所
有
権
の



 

 

放
棄
の
在
り
方
等
に
関
す
る
法
制
審
議
会
に
お
け
る
議
論
を
見
据
え
つ
つ
、
相
続
登
記
に
係
る
相
続
人
の
過
大
な
負
担
を
積

極
的
に
軽
減
す
る
こ
と
を
含
め
、
政
府
が
行
っ
て
い
る
所
有
者
不
明
土
地
等
対
策
の
更
な
る
推
進
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

五 

所
有
者
不
明
土
地
問
題
の
解
決
の
た
め
、
関
係
情
報
を
有
す
る
各
省
庁
の
十
分
な
連
携
を
図
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


